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森林計画制度の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森 林 ・ 林 業 基 本 計 画  

全  国  森  林  計  画  

広域流域「相模川」 

民       有       林  国  有  林  

森林整備保全

事業計画 

森林法第４条  
農林水産大臣樹立  
閣議決定 H30.10.16 

（ R3.6.15 変更）  
5 年ごとにたてる 
15 年を 1 期とする計画 

森林・林業基本法第 11 条  
政府樹立  
閣議決定  R3.6.15  
概ね 5 年ごとにたてる長期を見通し

た計画 

山  梨  県  神  奈  川  県  内  民  有  林  神奈川県内国有林  

山梨東部地域森林計画 神 奈 川 地 域  
森 林 計 画  

国有林の地域別の森林計画 

森林法第７条の２  
森林管理局長樹立  
5 年ごとにたてる 10 年を 1 期と

する計画 

森林法第５条  
知事樹立  
5 年ごとにたてる 10 年を 1 期とす

る計画 

市 町 村 森 林 整 備 計 画  

地域森林計画対象民有林の  

所在する 32 市町村  

森  林  経  営  計  画  
森林法第 11 条  
森林所有者等作成  
5 年を 1期とする計画 

森林法第 10 条の 5 
市町村長樹立  
5 年ごとにたてる 10 年を 1 期と

する計画 

地域連携  流域連携  

森林法第４条５項  
農林水産大臣樹立  
閣議決定 R1.5.28  
公共事業計画 (5 カ年 ) 

森 林 ・ 林 業 基 本 法  林業基本法を改正  
H13.7.11 公布  

神奈川森林計画区 
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